
令和８年度 こども美容室（案内）

今年度も、シャトー美容室のご協力により出張こども美容室を４月から月１回開設出来る事になりました。

この美容室は、ふだん様々な理由で美容室へなかなか行けないお友達などのため、慣れているセンター内でカッ

トを行うという趣旨で始めました。どうぞみなさんご利用ください。

開設日時 令和８年

４月８日,５月２０日,６月１７日,７月１５日,８月１２日,９月９日,１０月１４日,１１月１１日,１２月９日

令和９年

１月１３日,２月１０日,３月１０日

１４時３０分～１６時３０分 （ただし、８月,１２月,３月は１３時～１６時）

１日４～５人程度

カット内容 カットのみ。シャンプーやシャワーは行いません。

はさみだけでカットします。バリカンは使用しませんので、丸刈りは行いません。

料金 中学生まで ３，３００円（税込）

高校生以降 ３，８５０円（税込） 当日、美容室での支払いになります。

対象 医療療育センター通園児・外来児（１８歳未満）。 兄弟は出来ません。

場所 医療療育センター１階「ひよこの部屋」 予約時間までにお越しください。

予約 電話番号 ０１８－８２６－２４０１

受付時間 平日 ８時３０分～１７時１５分 （開設日の前日は１６時まで）

氏名・カルテ番号・年齢・性別・電話番号・住んでいる地域

美容師さんに伝えたい注意事項などを予約の際に伺います。

予約の受付は２ヶ月前から、開設日の前日まで。

例 ４月は、５月・６月分の予約を受付。

５月は、７月分の予約を受付。

６月は、８月分の予約を受付。というようになります。

注意事項 ・キャンセル時は必ず連絡してください。

・場所や人に慣れないなど、カットの状況で次回にチャレンジしてもらう場合があります。

このような時は、料金はもらいません。

（カット時は危険のないように行いたいのでご協力ください）

・好きなビデオがあったら持ってきてください。

・着替えを持ってきてください。

秋田県立医療療育センター


